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《HACCP/食品衛生法・厚生労働省》
HACCPは、Hazard Analysis and Critical Control Pointの略称で、ハサップといいます。
ハサップとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因 （ハザー ド）を把握した上で、原材料の入荷

から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の
安全性を確保しようする衛生管理の取り組みをいいます。食品衛生法が改正され、テナントの飲食店にも、ハサップに則
した衛生管理が義務付けられ、2021年6月1日には完全に義務化されます。
ハサップの取り組みは、1PMの考え方に則った手法です。ねすみ昆虫対策には、施設・設備の衛生管理、廃棄物・排水の取
り扱い、食品等の取り扱い、食品等事業者の衛生管理等が求められ、その実施にはテナントの協力が必要です。

また、ねすみ昆虫等防除は、建築物衛生法の事業登録制度に基づく、建築物ねすみ昆虫等防除業の知事登録を受けた
事業者等、必要な専門知識を有する適切な事業者を選択することが通知されています。

《環境物品等の調達の推進に関する基本方針／クリーン購入法・環境省》
グリーン購入法においては、国が管理する建築物の防除業務について、人や環境への負荷軽減の観点から、殺虫剤等の

乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防除措置を講じることが義務付けられています。さらに同法では地
方公共 団体の建築物の防除業務に対しても同様の努力義務が課せられています。1PMの考え方はこの基本方針を満た
しています。

《建築保全業務共通仕様書／国土交通省》
当共通仕様書は国の施設管理者が施設の保全を実施するための基準として、国土交通省が制定したものです。「建築

保全業務共通仕様書及び同解説平成30年版」（発行：（一財）建築保全センター（監修／国土交通省大臣官房官庁営繕部））
に建築物衛生法の1PMの考え方に則した調査・防除の仕様が示されています。同書に記載の＂特記仕様書＇につきまして
は、（公社）日本ペストコントロール協会のホームページに掲載されています。
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建築物の維持管理業務は、高い専門性と技術力が要求されることから、建築物衛生法には、一定の物的 ・人
的要件等を満たす事業所に対する知事登録制度(8業種）があります。その中の一つ「ねすみ昆虫等防除業(7
号登録 ）」の登録を受けている事業所は、全国で2,000社以上もあります。

建築物衛生法第12条の6により、昭和58年に厚生労働大臣の指定を受けた「公益社団法人 日本ペストコン
トロール協会」及び「公益社団法人全国ビルメンテナンス協会」は、害虫防除業中央協議会という 団体を作り、
登録事業者の資質向上を目的として防除作業従事者研修用テキストの作成や指導者育成等、様々な事業を行
っています。
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平成14年12月に「建築物における衛生的環境の確保に関する

法律（略称：建築物衛生法）」の一部が改正され、ねすみ昆虫

等の防除方法が大きく変更されました。また、平成20年

1月25日に改定された「建築物環境衛生維持管理要領」

では、総合的有害生物管理(1PM)の考え方の導入

と具体的な方法が示されています。

1PMによる防除対象となる建築物は、建築物衛

生法では特定建築物が対象ですが、特定建

築物以外でも多数の人が利用する建築物

では、この法律に従うことが求められ

ています（法律第四条第三項）。

保健衛生と生活珊境保全関連の

法律でも1PMの考え方が広

まってきています。
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